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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度フロrチャー ト

1よい

場 合

※ただし、別途保安林に

1 法令又はこれに基づく処併 こより伐採の義務のある者が伐採する場合

2法第lo条の2第1項の林地嗣発静可を幻すた著が伐鸞 る場合

3法第■o条のェ事第1項に規定する公益的峨能と住持増遺協定に基てえ てヽイ支採する場合

4森林経曽計画において謗 れてヽ るヽ伐採をする堀台

6瀾E文は実地8隠蛮を目的に港津9条第1▼p静司産受けて伐採する場合

6法第188条第3項 (立入B尉査等)の規鶏 こ墨哉 てヽ俄採する場合

7特用林として市町村長の指定を剣すた森確 lttl果する場合 ,

8自票用卒本として市町村長の指定を剪すた森材を伐採する場合

9火災k風水害そのf也の非常災害に瞬し緊亀の用に快する必要がある場合

iC除銭する場合
ェェその他農棒水産省令で定いる場合

(たたし、4及び9は 別途事後届出が必要)

関する手解 が必要
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〔罰金i∞万円〕

〔その他留患事エロl

感出のあった森4本に他法令の規定による規制導がある場3よ、当骸法令の定碇>るところに従って申請等の手続どを4,っ ているか軽饉
また、過去に森林数値李業を実 j恩′、造林補助金を受領している場合 1ど 、補「力金返還に当たりよいみ‖こついて藍銀。

S主で卜3(1)

徒ってし
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補正指示患ど壼見李 I質の不傭

森鉢所有老

再提出

変更の指韓

徒わなし

合法性等の離。月の希望

日十画に従った桟採

達守の指導

中止の指導

飽業のど力告

中止0〉 t力告

造林の指帯

B十 画に従った逸林
造林の
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施業のこ力告
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2伐採に係る森林の状況の報告

ずヽれ力ヽ

補正指示意こ戴事項の 不備

領告著と`届出きと同一

届出書との整合O

達守の指導

施来のとう告
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報告書の絆出
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報告内容海`虚偽
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E 〔その他臼意事I貫 l

「木材の安定供ね紳 確保lこ簡する特別l書置
'角

の認定事業B十画に基虫 伐採にユ てゝの状況銀3こは、S永。・9t3p連守命令の規定lま

適用されないことに留意すること。



3伐 採後の造林に係る森林の状況の報告

俊採の 方法が

主伐

輛正指示8己載事工員の不l臓

出をと同一 るもか代わってい

情奪霞の

いいえ
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|※ 状況報告を要する場合                         |
1 伐採及び伐採後の進林の屋喜(届出書)に 基づき、伐採後の追林を行った場合

|

2r木材の貿定供補の確保に関する特別 1首置

'角

の潔定事業患十画に基づき、伐採 :

鶴の遺棒を行った場合                       |
3「森林の閣伐篭の奥らこの促道に関する特別惜置法1の 鯉定特定奪直栽夢鶏 1画

|

:こ 基づき伐採後の 追林を行った場合

:よ い

はい

1よい

届出書 1

従ってt

悪質な場合

罰金30万円

§1● 10tユ )

従わ

學 9〔3)

〔罰金i00万円

〔その他留意事呵
「ホ材の安定快補の確保こ閲する特別lと置,去,の盟定事巣計画孵 「森林の制機等の実,この健道に関する4寺別i書置油 の燃定特定植

栽事業計画に基づqttl黒 後の追4お1こ ついでの状況棚告には、S10‐ 9ぃ)の 遵守眸令の規定は適用さ押よtヽ ことに密駕すること。

(造林が完了していない場合には、指導等を行った上で完了
次第退やみ可こ報告曽を提出するよう指示)


